
1  

 

 

 

学びに向かう力、受容・共感する力を養い、創造力を育む 

 

 

 

 

 

 

 

豊かな人生と文化芸術を創造するまちづくり 

 

 

 

 

 

 
 

 

素案・抜粋 

資料１ 



2  

第５節 流山市の教育をめぐる現状と課題 

（１）現状 

＜学校教育部省略＞ 

生涯学習の推進にあたっては「人生を豊かにできる生涯学習の推進」「青少

年を育てる地域環境づくりと健全育成体制の充実」「文化芸術活動の促進と歴

史的文化的遺産の継承」「スポーツを通じた市民の健康と体力の維持・増進」

の４つの柱を基軸に学習活動を通じて個人の人生を豊かにするとともに、その

学習成果を生かした「豊かな人生と文化芸術を創造するまちづくり」に取り組

んでいます。 

青少年の健全育成では、「流山市青少年相談員連絡協議会」「流山市青少年

育成会議」等の青少年育成団体や、街頭パトロール等を行う「流山市青少年指

導センター補導員連絡協議会」等の活動を支援しています。 

文化芸術活動の促進では、文化芸術に関する施策についての基本理念を定め

た「流山市文化芸術基本条例」（平成２９年１０月改正）に基づき、各種事業

を展開しています。 

「流山市子どもの読書活動推進計画」については、成果と課題を検証し、令

和４年３月に「第２次流山市子どもの読書活動推進計画」を策定し、子どもの

読書活動を推進しています。 

生涯学習施設の整備では、利用者の増加に伴い、南流山センター内の中央図

書館南流山分館に代わって、令和４年１２月、児童センターとの複合施設とし

て「南流山地域図書館」を移設整備しました。また、北部公民館、東部公民館

にエレベーターを新設するなど、施設のバリアフリー化を進めたほか、安心・

安全で快適な施設環境を確保するため、生涯学習センター及び南流山センター

のエレベーター更新、市民会館（文化会館ホール）の特定天井改修及び舞台床

の張替等を行いました。 

東京２０２０オリンピック・パラリンピックでは、オランダ代表チーム（女

子卓球、女子ハンドボール、パラ卓球）の事前キャンプ地を誘致し、市民との

交流を図りました。 

スポーツ施設の整備では、老朽化した北部柔道場の建て替え工事を行い、令

和３年４月に新たな柔道場がオープンしました。また、市総合運動公園の野球

場観覧席の改修及び庭球場の拡張整備等を行いました。  
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（２）課題 

＜学校教育部省略＞ 

生涯学習の推進については、様々な世代の方が生涯にわたって自ら学習し、

人生を豊かにできるよう、ライフステージや生活課題等に応じた多様な生涯学

習機会を提供する必要があります。また、障害等の有無にかかわらず、誰もが

安心・安全で快適に生涯学習に取り組むことができるよう、計画的な施設の修

繕及びバリアフリー化を進める必要があります。 

市民の自主的な生涯学習活動をサポートするため、市ホームページ等で多様

な学習情報を提供する必要があります。 

子育て世代が増加している本市では、引き続き、青少年健全育成団体の活動

を支援する必要があります。 

市民の文化芸術活動を促進するため、おおたかの森ホールや文化会館ホール

等を拠点として、質の高い文化芸術を鑑賞できる機会及び活動団体が成果を発

表できる場を提供する必要があります。 

市内の文化財の指定を進めるとともに、文化財の保存・活用を図る必要があ

ります。 
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第２章  基本計画の基本理念 

第１節  基本計画の基本理念（流山市教育大綱※） 

〈学校教育〉 
 

 

流山市の学校教育においては、「生きる力」を育むという理念を踏まえ、児童生徒一人

一人が生き生きと学べる豊かな教育活動を実践します。そして、子どもたちの可能性を引

き出す教育の実現を目指していきます。また、流山の子どもたちが自信を持ち、いろいろ

なことに挑戦し、未来に活躍できる子どもが育つよう、流山の教育を推進します。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

〈生涯学習〉 
 

 

生涯学習においては、豊かな人生につながる生涯学習の推進と文化芸術の醸成・

歴史の継承、スポーツの振興を目指して、市民の学習要求に応える機会と場を提供

していきます。そして、地域の環境づくりとともに、文化芸術・歴史・スポーツに親し

む機会の創出のために、事業を推進します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  ※流山市では、総合教育会議（令和●年●月●）において、「流山市教育振興基本計画」の基本理念を

「流山市教育大綱」に代えることが決定されています。 

学びに向かう力、受容・共感する力を養い、創造力を育む 

豊かな人生と文化芸術を創造するまちづくり 
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第２節  施策の体系 

基本計画の基本理念と目標の具現化のために、学校教育・就学前教育の推進において

は、以下の１０の重点目標と２０の施策を定め、また、生涯学習の推進においては、以下の

４つの重点目標と４つの施策を定め、取り組みの方向性を示します。 

 重 点 目 標 施 策 

 

 

 

 

 

 

学

校

教

育 

・

就

学

前

教

育

の

推

進 

１ 幼児期及び架け橋期の教育の推

進 

 

１ 幼児期及び架け橋期の教育の質の向上 

２ 小学校教育への円滑な接続 

３ 家庭教育支援体制の構築 

２ 確かな学力の育成 ４ 個別最適な学びと協働的な学びの充実 

５ 教育力の向上 

６ グローバル社会に対応した教育の推進 

３ 豊かな心の育成 ７ 主観的ウェルビーイングの向上 

８ 情操教育と多様な体験・交流活動の充実 

４ 健やかな体の育成 ９ 学校体育の充実・高度化 

１０ 運動を通じた豊かな心身の育成 

５ 命と健康を大切にする教育の 

推進 

１１ 食育の推進と望ましい生活習慣の育成 

１２ 安全教育の推進 

６ 多様な教育ニーズへの対応の充

実 

１３ 特別支援教育の推進 

１４ 不登校児童生徒への支援の推進 

７ 学校・家庭・地域の連携・協

働の推進 

１５ コミュニティ・スクールと地域学校協

働活動の一体的推進 

１６  学童クラブの充実 

１７ 部活動の地域連携や地域クラブ活動へ
の移行に向けた環境の一体的な整備 

８ 学校段階間の接続の推進 １８ 学校段階間を意識した特色ある流山の教
育の充実 

９ 教職員の業務改善 １９ 学校における働き方改革の推進 

１０ 学校施設の整備と充実 ２０  安心・安全な学校施設の整備と充実 

生

涯

学

習

の

推 

進 

１ 生涯学習の推進 １  人生を豊かにできる生涯学習の推進 

２ 青少年の健全育成 ２ 青少年を育てる地域環境づくりと健全  

育成体制の充実 

３ 文化芸術の醸成と歴史の継承 ３ 文化芸術活動の促進と歴史的文化的  

遺産の継承 

４ スポーツの振興 ４ スポーツを通じた市民の健康と体力の 

維持・増進 
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第４章 生涯学習の推進 
 

重点目標１ 生涯学習の推進 

施策１        人生を豊かにできる生涯学習の推進 

目 標 
 

  様々な世代の方が生涯にわたって自ら学習し、人生を豊か

にできるよう、魅力のある学習プログラムづくりに努め、多

様なニーズに応えます。また、障害等の有無にかかわらず、

誰もが安心・安全で快適に生涯学習に取り組むことができる

よう、計画的な施設の修繕とバリアフリー化を進めます。 

  市民の自主的な学習活動をサポートできるよう、学習情報

提供のネットワークの充実を図ります。 

 

現 状

と 

課 題 

 

市民からのニーズが多様化する中、ライフステージや生活

課題等に対応した各種講座を開催していますが、更に魅力の

ある講座等を企画し、学習機会を提供する必要があります。  

 施設整備では、利用者の増加に伴い、おおたかの森市民窓

口センターで行っていた図書ピックアップサービスの機能を

拡充し、おおたかの森ホール内に「おおたかの森図書ピック

アップセンター」を開設したほか、令和４年１２月には、南

流山センター内の中央図書館南流山分館を「南流山地域図書

館」として移設整備、令和５年４月には、南流山センター内

に「南流山図書ピックアップセンター」を開設しました。ま

た、北部公民館及び東部公民館ではエレベーターを新設する

など、施設のバリアフリー化を進めましたが、安心・安全で

快適な施設環境を確保するため、引き続き、計画的な施設修

繕を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１２月にオープンした「南流山地域図書館」 
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（１）多様な生涯学習機会の充実 

· 小学生を対象とした「親子チャレンジ教室」や、６５歳以上の市民を対

象とした「流山市ゆうゆう大学」など、乳幼児期から高齢期までライフ

ステージに対応した学習機会を提供します。 

· 食や防災、健康、人権、環境など、日常生活における多様な課題に対応

した学習機会を提供します。 

· 「バリアフリー演劇鑑賞会」など、障害の有無にかかわらず、誰もが楽

しめる学習機会の提供に努めます。  

· 大学図書館の市民利用や、高校演劇部の生徒等を対象とした公民館「舞

台ワークショップ」の開催など、高校や大学との連携を図ります。 

· 市内在住の外国人を対象に公民館で開催する「日本語講座」、乳幼児や

小学生を対象に中央図書館等で絵本の読み聞かせや、わらべうたを楽し

む「おはなし会」を開催するなど、地域のＮＰＯ法人等との連携を図り

ます。 

· 生後２～１１か月の乳児とその母親を対象とした「子育てママのセミナ

ー」をはじめ、赤ちゃんが泣いても互いに気にせず楽しめる「子育てコ

ンサート」、小・中学生の保護者を対象とした「家庭教育講座」など、

子育てのための学習機会を提供します。 

· 令和４年３月に策定した「第２次流山市子どもの読書活動推進計画」に

より、図書館資料の学校への団体貸出や、市内の子育て関連施設に「乳

幼児向けブックセット」を設置するなど、子どもの読書活動を推進しま

す。 

· 市民の多様な読書要求や情報ニーズに応えるため、図書館として必要な

資料を購入するとともに、視覚障害等の理由により活字を読むことが困

難な方が図書館を利用しやすくなるよう、点字図書や大活字図書、デジ

タル録音図書、ＬＬブック、オーディオブックなど、アクセシブルな資

料の充実に努めます。 

【ライフステージに対応した学習充実事業】 

【生活課題に対応した学習充実事業】 

【高校・大学等との連携による学習充実事業】 

【民間企業等との連携による学習充実事業】 

【家庭教育事業】 

【子どもの読書活動推進事業】 

【図書館資料購入事業】  
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（２）生涯学習の環境整備 

・ 誰もが安心・安全で快適に施設利用ができるよう、東部公民館、初石公

民館及び南流山センターの受変電設備更新、中央図書館・博物館の内装

等改修、生涯学習センター多目的ホールの特定天井改修及び舞台のバリ

アフリー化など、計画的な施設改修を進めます。 

・ 広報ながれやま、市ホームページ、流山市ＬＩＮＥ公式アカウント等を

活用して、様々な生涯学習イベント情報を提供します。 

・ 図書館司書によるレファレンスサービス（※１）の充実を図り、関心の

あるテーマについて調べる時に役立つ資料や調べ方を紹介する「パスフ

ァインダー」を作成配布するなど、自発的な読書活動を支援します。 

・ 視覚障害等により活字を読むことが困難な方や支援者に向け、アクセシ

ブルな資料や、読書支援機器、視覚障害者情報総合ネットワーク「サピ

エ」等の活用方法について周知するなど、読書バリアフリーサービスの

充実を図ります。 

・ インターネットを利用して自宅等から蔵書検索や貸出予約、レファレン

ス申し込み等ができる「図書館電算システム」を活用して情報提供サー

ビスの充実を図ります。 

（※１）利用者が学習・研究・調査を目的とした必要な資料が見つからないとき

や、図書館の使い方がわからないとき等に、これを手助けする支援を行 

うこと。 

【東部公民館施設整備改修事業】 

【初石公民館施設整備改修事業】 

【南流山センター施設整備改修事業】 

【生涯学習センター整備充実事業】 

【中央図書館改修事業】【博物館改修事業】 

【図書館情報提供サービス事業】 
 

 

  

赤ちゃんが泣いても気にしない 

公民館「子育てコンサート」 
文字を拡大する等の機能がある 

読書支援機器「拡大読書器」 
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重点目標２ 青少年の健全育成 

施策２        青少年を育てる地域環境づくりと健全育成体制の充実 

目 標 
 

青少年が社会の一員としての自覚と、他人や社会への思いや

りが持てるよう、青少年の健全育成活動を推進します。 

青少年が非行に走らない、犯罪や事故に巻き込まれないよう

な社会環境づくりに努めます。 

青少年が一人で悩むことがないよう、相談体制の充実を図り

ます。 

 

現 状

と 

課 題 

 

青少年を取り巻く社会環境は、共働き家庭の増加に伴う親子

の関わり方や、核家族化による地域でのコミュニケーション不

足、インターネットの普及による交友関係の広域・多様化など

刻々と変化しています。 

このような状況の中、青少年にとって、よりよい社会環境を

整備するとともに、地域の大人たちが青少年への理解と健全育

成・養育の認識を深め、子どもたちに対して主体的な関わりを

持つ必要があります。 

子育て世代が増加する本市では、次世代を担う子どもたちが

夢と希望に満ち、健やかで明るく育っていけるよう、市内で活

動する青少年健全育成団体や、非行防止パトロール等の活動を

行う団体を引き続きサポートし、また、青少年やその保護者が

一人で悩むことがないよう、青少年専門相談員による相談等の

充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

２泊３日の宿泊体験「チャレンジキャンプ」 
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（１）健全育成体制の充実 

・ 青少年関係団体、行政、地域等が連携して、青少年の健全育成体制の充

実を図ります。 

・ 市内で様々な青少年健全育成事業を実施している「流山市青少年育成会

議」「流山市青少年相談員連絡協議会」「流山市子ども会育成連絡協議

会」「流山市ボーイスカウト・ガールスカウト連絡協議会」の活動を支

援します。 

・ 青少年の非行防止等を目的に、街頭パトロール等を実施している「流山

市青少年指導センター補導員連絡協議会」や、青少年を犯罪被害から守

るため、学校と警察が連携し、情報共有等を行う「流山市学校警察連絡

協議会」の活動を支援します。 

【青少年健全育成団体運営事業】 

【青少年関連団体補助事業】 

 

（２）健全育成事業の充実 

・ 学校や学年が異なる小学５・６年生が遊びを通じて人との関わり方を学

ぶ「めざせ！あそびの達人」、小学４年生から中学生を対象とした２泊

３日の宿泊体験「チャレンジキャンプ」のほか、親子で参加できるイベ

ントや、大人を対象とした青少年への理解を深める研修会など、様々な

事業を実施している青少年健全育成団体と連携して、青少年の活動の場

や交流の機会を提供します。 

・ 青少年が、日頃考えていることや抱負を自分の言葉で表現し、多くの方

に訴える「青少年主張大会」を開催し、青少年への理解と関心を深めま

す。 

・ 本市と姉妹都市（福島県相馬市、長野県信濃町、石川県能登町、岩手県

北上市）の少年スポーツ団体が、競技を通じた交流と青少年の健全育成

を目的に行うスポーツ交流事業を支援します。 

【青少年健全育成団体運営事業】 

【青少年主張大会運営事業】 

【姉妹都市少年スポーツ交流事業】 
 

 

 

 
 

 

 

青少年が抱負等を発表する「青少年主張大会」 



11 
 

（３）社会環境浄化活動の充実 

・ 「流山市青少年社会環境浄化推進委員会」（※１）の各構成団体から推

薦された地区活動実行委員が、南流山、南部、東部、八木、北部、東深

井、西初石、常盤松、おおたかの森・おおぐろの森の各中学校区で集い

地域の青少年の現状と養育に係る課題と方策を話し合い、青少年との関

わりを推進する「地区活動」を展開し、地域・家庭の教育力の向上を目

指します。 

・ 地区活動実行委員が、青少年が立ち寄る店舗等の利用実態を調査し、青

少年の現状把握及び各地区への周知を図ります。 

・ 青少年の非行防止及び健全育成を図るため、青少年指導センター補導員

による街頭等でのパトロールを実施し、気になる青少年には声を掛ける

補導活動を推進します。 

（※１）流山市民生委員児童委員協議会、柏地区保護司会流山支部、松戸人権擁護

委員協議会流山支部、流山市小中学校長会、流山市学校警察連絡協議会、

流山市青少年相談員連絡協議会、流山市ＰＴＡ連絡協議会、流山市青少年

指導センター補導員連絡協議会の８団体で構成。 

【青少年社会環境浄化事業】 

 

（４）相談事業の充実 

・ 青少年やその保護者が一人で悩むことがないよう、青少年専門相談員が

電話や相談室で相談に応じる「青少年相談」は、より多くの方が活用で

きるよう、相談時間を延長する日を設けるなど、充実を図ります。 

・ 相談内容により、教育研究企画室やいじめ防止相談対策室などの関係機

関へ相談を引き継ぎ、相談者の悩みの解消に努めます。 

・ 相談室だより「はなみずき」に青少年の悩みに関する記事等を掲載し、

青少年相談室の周知を図ります。 

【青少年相談事業】 

  

青少年指導センター補導員による街頭パトロール 
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重点目標３ 文化芸術の醸成と歴史の継承 

施策３        文化芸術活動の促進と歴史的文化的遺産の継承 

目 標 
 

多くの市民が文化・芸術に触れ、自ら創造する機会を増やせ

るよう、おおたかの森ホールや文化会館ホール等を拠点として

文化芸術を鑑賞できる機会及び活動団体が成果を発表できる場

を提供します。 

歴史的文化的遺産を次世代に伝えるため、市内の有形・無形

文化財の指定を進めるとともに、文化財の保存・活用を図りま

す。 

 

現 状

と 

課 題 

 

文化芸術に関する施策についての基本理念を定めた「流山市

文化芸術基本条例」に基づき、音楽等の鑑賞会や芸術作品の展

示を開催するとともに、文化芸術活動団体を支援しています。 

市民の文化芸術活動の促進を図るため、引き続き、質の高い

文化芸術を鑑賞できる機会と、市民が活動成果を発表できる場

の充実が必要です。 

「文化財保護法」の改正に伴い、文化財は保存とともに積極

的な活用が求められています。また、令和５年に「博物館法」

が改正され、資料のデジタルアーカイブ化の促進が努力義務と

して位置付けられました。これらの法改正に合わせて、文化財

の保護と活用を図るため策定した「流山市文化財保存活用地域

計画」が令和６年７月、文化庁の認定を受けました。今後は同

計画に基づき、文化財の保存・活用の取り組みを進め、歴史的

文化的遺産を次世代に伝えていく必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 文化芸術の祭典「流山市文化祭」 
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（１）市民主体の文化芸術活動の促進 

・ 市民の自主的な文化芸術活動を促進するため、市ホームページの掲載等

により、市内で活動する文化芸術団体の情報を提供します。 

・ 市内で音楽活動を行う団体を公募し、参加団体が自ら企画・運営を行う

市民の手作りによる「流山市民音楽祭」を開催します。 

・ 市内在住の美術家など、多くの会員を有する「流山市美術家協会」が企

画・運営を行い、毎年、会員及び公募市民から、絵画・彫刻・陶芸等の

多数の作品が出展される「流山市展」の開催を支援します。 

・ 文化芸術活動団体（２１部門）が加盟する「流山市文化協会」及び「流

山市美術家協会」で構成する実行委員会が企画・運営を行い、毎年、多

数の市民が参加・来場する「流山市文化祭」の開催を支援します。 

【市民音楽祭開催事業】 

【美術活動支援事業】 

【文化祭開催事業】 
 

 

（２）優れた文化芸術に親しめる機会の充実 

・ 平成３１年４月の開館以来、クラシック音楽のコンサート等が多数開催

されているおおたかの森ホールを拠点として、指定管理者や市民団体等

による質の高い舞台芸術を鑑賞できる機会を提供します。 

・ 文化会館ホール等を会場に、バイオリンやピアノ、フルート等の生演奏

を気軽に楽しめる「サロンコンサート」を毎月開催します。 

・ 市役所１階「市民ギャラリー」では、絵画や書道、俳句、写真、手工芸

等の作品を毎月展示し、来庁者が身近に文化芸術を感じられる機会を提

供します。 

【おおたかの森ホール指定管理者事業】 

【サロンコンサート開催事業】 

【市民ギャラリー展示事業】 
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（３）歴史的文化的遺産の保存・活用 

・ 郷土の歴史や文化財への関心を高めるため、企画展の開催、文化財・遺

跡見学会、小・中学校への出前講座を実施します。また、インターネッ

トを利用して自宅等から博物館所蔵の資料が見られるよう、資料のデジ

タル化と公開を進めます。 

・ 令和６年７月に、文化庁の認定を受けた「流山市文化財保存活用地域計

画」に基づき、文化財の指定を進めるとともに保存・活用を図ります。

国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」は、令和７年度中の公開に向けて

整備します。 

・ 未指定の文化財については、文化財認定制度（※１）を整備・導入して

その保存・活用を図ります。 

・ 市内の文化財に設置している説明板の修復・整備を進めます。 

・ 埋蔵文化財の発掘調査で出土した資料の整理・公開を進めます。 

・ 市内に残る歴史資料や古文書の調査・研究及び市史の刊行を進めます。 

（※１）指定を受けていない文化財を、本市の大切な歴史遺産として、広く周知 

するための認定制度です。 

 

【博物館活動事業】 

【文化財保護推進事業】 

【指定等文化財保存活用整備事業】 

【埋蔵文化財調査事業】 

【市史編さん活動事業】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
国登録有形文化財「秋元家住宅土蔵」 
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重点目標４ スポーツの振興 

施策４         スポーツを通じた市民の健康と体力の維持・増進 

目 標 
 

市民総合体育館を拠点として、子どもから高齢者、障害者な

ど、市民の誰もがスポーツに親しめるよう、「するスポーツ」

「みるスポーツ」「ささえるスポーツ（スポーツボランティア

の育成等）」など、スポーツの基盤を整備します。 

生涯スポーツ団体や指導者の育成を図るとともに、年齢や性

別、障害の有無、スポーツの得意・不得意等にかかわらず楽し

めるユニバーサルスポーツの普及に努め、生涯スポーツ・体力

増進に取り組む市民を増やします。 

老朽化した施設の改修整備や備品の更新、学校施設の有効利

用等により、スポーツ活動の拠点を提供します。 

 

現 状

と 

課 題 

 

「東京２０２０オリンピック・パラリンピック」では、オラ

ンダ代表チーム（女子卓球、女子ハンドボール、パラ卓球）の

事前キャンプ地を誘致し、市民との交流を図りました。より身

近に、スポーツの素晴らしさを感じられるよう、トップアスリ

ートとの交流やスポーツボランティアの養成を推進する必要が

あります。 

市主催のスポーツフェスティバルでは、ラダーゲッターやボ

ッチャ等の体験会を実施し、ユニバーサルスポーツの普及に努

める必要があります。 

施設整備では、北部柔道場の建て替え、市総合運動公園野球

場観覧席の改修、庭球場の拡張整備等を行いましたが、安心・

安全で快適な施設環境を確保するため、引き続き、計画的な施

設修繕を進める必要があります。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  ユニバーサルスポーツ「ラダーゲッターの体験会」 
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（１）スポーツ活動の促進 

・ 「ながれやまスポーツフェスタ」をはじめ、各種スポーツイベントを開

催し、気軽にスポーツに親しめるきっかけが欲しい方、スポーツを生活

の一部に取り入れたい方に機会を提供します。 

・ コミュニティスポーツリーダーによる「ジョギング講習会」や「ウォー

タービクス講習会」等を開催し、市民の体力向上促進を図ります。 

・ 市主催のイベント等において、ラダーゲッターやボッチャ等が体験でき

る機会を提供し、ユニバーサルスポーツの普及を図ります。 

・ 各種スポーツ団体と生涯スポーツ指導者を対象とした研修会を開催し、

育成を図ります。 

・ 本市と縁のあるプロスポーツ団体と連携し、市民との交流を図ります。 

・ スポーツボランティアの育成、指定管理者によるトップアスリートとの

交流を図ります。 

【みんなのスポーツ活動推進事業】 

【健康・体力づくり活動事業】 

【スポーツ講習会・大会開催事業】 

【生涯スポーツ指導者の育成と活用事業】 

【流山市民総合体育館ほか７体育施設指定管理者事業】 

 

 

（２）スポーツ環境の整備 

・ 安心・安全で快適に施設利用ができるよう、老朽化したスポーツ備品の

更新及び計画的な施設改修を進めます。 

・ 流山スポーツフィールドは、サッカー場として快適に利用できるよう、

Ａ面の人工芝化を進めます。 

・ 学校体育施設の利用を促進します。 

【体育施設備品等整備事業】 

【体育施設改修・整備事業】 

【学校体育施設利用促進事業】 
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６ 施設等の利用状況 

１ 生涯学習施設利用状況 

（１）生涯学習センター関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

生涯学習センター 
利用件数(件) 18,091 13,250 16,552 15,782  

利用人数(人) 202,683 95,365 129,705 186,108  

 

（２）市民会館・ホール関係 

 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市民会館 

（文化会館ホール） 

利用件数(件) 574 189 444 532  

利用人数(人) 77,110 13,816 43,295 62,029  

おおたかの森 

ホール 

利用件数(件) 2,538 2,489 5,000 5,900  

利用人数(人) 68,592 36,330 68,903 93,701  

 

（３）公民館関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

中央公民館 
利用件数(件) 5,185 3,569 3,901 5,928  

利用人数(人) 78,088 36,053 43,824 96,589  

北部公民館 
利用件数(件) 5,039 2,697 3,802 4,532  

利用人数(人) 74,416 29,602 44,043 53,494  

東部公民館 
利用件数(件) 3,697 2,196 3,708 4,192  

利用人数(人) 51,681 25,482 55,493 54,611  

初石公民館 
利用件数(件) 5,086 2,684 3,745 4,066  

利用人数(人) 90,440 27,802 44,639 48,509  

南流山センター 
利用件数(件) 5,288 3,071 3,945 4,106  

利用人数(人) 101,512 38,667 58,941 57,117  

おおたかの森 

センター 

利用件数(件) 3,316 2,492 3,708 3,879  

利用人数(人) 53,146 29,520 46,996 49,512  

 

（４）図書館関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

森の図書館 
利用件数(件) 1,817 1,171 1,785 1,879  

利用人数(人) 27,616 14,071 20,564 21,136  
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（５）博物館関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

博物館 利用人数(人) 21,024 16,624 21,381 22,767  

一茶双樹記念館 
利用件数(件) 108 69 79 259  

利用人数(人) 11,213 6,508 11,201 13,229  

杜のアトリエ黎明 
利用件数(件) 80 37 28 202  

利用人数(人) 10,047 6,566 6,833 7,994  

 

（６）スポーツ関係 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

市民総合体育館 利用人数(人) 561,320 183,549 173,382 224,702  

総合運動公園 

野球場 

利用件数(件) 1,082 907 1,001 235  

利用人数(人) 32,014 21,295 32,862 9,668  

総合運動公園 

庭球場 

利用件数(件) 32,674 30,806 36,870 35,916  

利用人数(人) 176,023 140,143 165,683 172,377  

市民プール（流山・

北部・東部） 

※１ ※２ 
利用人数(人) 15,247     ― 9,077 10,710  

柔道場 

（北部・南部） 

利用件数(件) 2,201 466 1,259 2,833  

利用人数(人) 33,759 15,241 47,545 42,919  

スポーツフィールド

（流山・おおたかの 

 森・東部） 

利用件数(件) 1,088 1,202 1,318 1,166  

利用人数(人) 59,986 50,360 88,997 68,546  

江戸川河川敷緑地 

野球場 

利用件数(件) 4,950 1,240 1,476 4,788  

利用人数(人) 221,761 185,536 115,344 177,947  

コミュニティプラザ 

体育室 
利用人数(人) 46,092 31,028 37,295 39,254  

コミュニティプラザ 

屋内・屋外庭球場 
利用人数(人) 24,640 20,513 24,419 24,626  

コミュニティプラザ 

プール ※１ 
利用人数(人) 11,471     ― 8,180 8,780  

※１ … 令和２年度、市民プール及びコミュニティプラザプールは、コロナウイルス感染症の影響に

より開放を中止。 

※２ … 東部市民プールは、老朽化により令和３年度の開放を中止し、令和４年度に廃止。  
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２ 図書館貸出状況 

   （１）利用者数・貸出冊数 

施 設 名  令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

中央図書館 
利用者数(人) 57,252 43,946 53,126 52,064  

貸出冊数(冊) 204,570 160,724 195,905 185,285  

森の図書館 
利用者数(人) 69,718 58,570 70,216 66,799  

貸出冊数(冊) 276,183 224,670 270,697 256,030  

木の図書館 
利用者数(人) 38,797 33,396 41,374 40,391  

貸出冊数(冊) 136,142 115,570 145,137 140,215  

南流山地域図書館 

※１ 

利用者数(人) 
   

33,173  

貸出冊数(冊) 106,260  

北部分館 
利用者数(人) 15,961 12,831 15,605 15,537  

貸出冊数(冊) 42,974 35,062 43,026 42,495  

初石分館 
利用者数(人) 37,002 34,398 40,321 37,618  

貸出冊数(冊) 118,202 112,771 133,928 124,087  

南流山分館     

※２ 

利用者数(人) 63,668 52,046 61,479 33,605  

貸出冊数(冊) 199,266 164,861 200,465 106,435  

おおたかの森こども

図書館 

利用者数(人) 18,791 18,916 22,554 20,674  

貸出冊数(冊) 98,460 99,905 124,258 110,341  

電子書籍 
利用者数(人) 120 806 1,364 2,101  

貸出冊数(冊) 167 1,212 1,966 2,785  

おおたかの森図書 

ピックアップセン 

ター ※３ 

利用者数(人) 12,299 12,542 24,740 32,680  

貸出冊数(冊) 27,155 30,424 58,996 74,449  

南流山図書ピック 

アップセンター  

※４ 

利用者数(人) 

    
 

貸出冊数(冊)  

合 計 
利用者数(人) 313,608 267,451 330,779 334,642  

貸出冊数(冊) 1,103,119 945,199 1,174,378 1,148,382  

※１ … 令和４年１２月１日、南流山地域図書館を開館。 

※２ … 令和４年９月３０日、南流山分館を閉館。 

同年１０月１日から１１月２９日まで、南流山図書ピックアップセンターを臨時開設。 

※３ … 令和３年７月２９日まで、おおたかの森市民窓口センターで図書ピックアップサービスを実施。 

同年８月１日、おおたかの森図書ピックアップセンターを開設。 

※４ … 令和５年４月１日、南流山図書ピックアップセンターを開設。 
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   （２）リクエスト数                         （単位：件） 

施 設 名 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

中央図書館 16,676 14,568 17,415 19,264  

 森の図書館 10,960 9,319 10,059 8,761  

木の図書館 10,413 9,421 10,157 9,714  

 南流山地域図書館    4,379  

 北部分館 3,311 2,893 2,936 3,104  

 初石分館 5,999 5,107 4,825 4,542  

南流山分館 10,618 8,833 9,434 4,418  

 おおたかの森こども図書

館 
2,713 1,293 1,366 1,155  

Web予約 ※１ 213,570 243,036 294,984 298,791  

 おおたかの森図書 

ピックアップセンター 
120 122 1,045 1,574  

 南流山図書 

ピックアップセンター 
     

合 計 274,380 294,592 352,221 355,702  

※１ … 電子書籍の予約を含む。 

 

３ 指定文化財 

（１）市指定                   (令和６年４月１日現在) 

区 分 有形文化財 無形文化財 民俗文化財 記念物 

件数(件) 33 1 7 3 

 

（２）県指定・国登録               (令和６年４月１日現在) 

区 分 
県指定 国登録 

有形文化財 民俗文化財 建造物 

件数(件) 1 1 6 
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７ 生涯学習施設一覧 
 

名 称 所 在 地 番 電  話 

文 化 会 館 

（中央公民館・市民会館） 
流山市加1-16-2 （7158）3462 

北 部 公 民 館 流山市美原1-158-2 （7153）0567 

東 部 公 民 館 流山市名都借756-4 （7144）2988 

初 石 公 民 館 流山市西初石4-381-2 （7154）9101 

南 流 山 セ ン タ ー 流山市南流山3-3-1 （7159）4511 

お お た か の 森 セ ン タ ー 流山市おおたかの森西2-13-1 （7159）7031 

中 央 図 書 館 流山市加1-1225-6 （7159）4646 

森 の 図 書 館 流山市東深井991 （7152）3200 

木 の 図 書 館 流山市名都借313-1 （7145）8000 

南 流 山 地 域 図 書 館 流山市南流山10-2-1 （7159）4000 

北 部 分 館 流山市美原1-158-2 （7154）8000 

初 石 分 館 流山市西初石4-381-2 （7154）9100 

おおたかの森こども図書館 流山市おおたかの森西2-13-1 （7159）7041 

おおたかの森図書ピックアップセンター 流山市おおたかの森北1-2-1 ― 

南流山図書ピックアップセンター 流山市南流山3-3-1 （7159）7373 

博 物 館 流山市加1-1225-6 （7159）3434 

一 茶 双 樹 記 念 館 流山市流山6-670-1 
（7150）5750 

杜 の ア ト リ エ 黎 明 流山市流山6-562-2 

お お た か の 森 ホ ー ル 流山市おおたかの森北1-2-1 （7186）7638 

生涯学習センター（流山エルズ） 流山市中110 （7150）7474 

市 民 総 合 体 育 館 流山市野々下1-40-1 （7159）1212 

総 合 運 動 公 園 野 球 場 
流山市野々下1-29-4 （7159）1212 

総 合 運 動 公 園 庭 球 場 

流 山 市 民 プ ー ル 流山市加1-16-4 （7158）5276 ※ 

北 部 市 民 プ ー ル 流山市東深井837 （7155）3864 ※ 

北 部 柔 道 場 流山市青田109-3 ― 

南 部 柔 道 場 流山市流山965-14 ― 

流 山 ス ポ ー ツ フ ィ ー ル ド 流山市下花輪337-1 （7157）2225 

おおたかの森スポーツフィールド 流山市大畔113-3 他 （7157）2225 

東 部 ス ポ ー ツ フ ィ ー ル ド 流山市名都借121-1 （7157）2225 

江 戸 川 河 川 敷 緑 地 野 球 場 流山市木地先 ― 

コ ミ ュ ニ テ ィ プ ラ ザ 流山市大畔25-17 （7155）5701 

青 少 年 指 導 セ ン タ ー 流山市中110（流山エルズ内） （7159）5400 

げ ん き 村 キ ャ ン プ 場 流山市前ケ崎582 ― 

※印は夏期のみ 


